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六
月
三
〇
日
、
中
国
全
国
人
民
代
表
大
会
（
全
人
代
）
常
務
委
員

会
は
「
香
港
国
家
安
全
維
持
法
（
国
安
法
）」
を
全
会
一
致
で
可
決

し
た
。
同
法
は
そ
の
日
の
う
ち
に
香
港
で
施
行
さ
れ
、
翌
七
月
一
日

に
は
、
香
港
警
察
は
早
速
同
法
を
適
用
し
て
一
〇
人
を
逮
捕
、
そ
の

う
ち
一
人
は
三
日
に
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
急
速
な
展
開
に
あ
わ
せ
、

香
港
社
会
も
猛
烈
な
勢
い
で
変
質
し
て
い
る
。
多
く
の
若
者
の
政
治

団
体
が
解
散
し
、
街
頭
や
商
店
で
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
掲
出
が
取
り
締

ま
ら
れ
、
公
営
図
書
館
か
ら
一
部
の
民
主
派
に
よ
る
著
作
が
姿
を
消

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ほ
ん
の
数
日
の
う
ち
に
起
き
た
こ
と

で
あ
っ
た
。

　

昨
年
の
「
逃
亡
犯
条
例
」
改
正
反
対
デ
モ
に
端
を
発
し
た
抗
議
活

動
の
長
期
化
が
示
す
よ
う
に
、
香
港
で
は
返
還
以
来
、
長
期
化
す
る

大
規
模
な
抗
議
活
動
に
伴
う
政
治
の
混
乱
が
常
態
化
し
て
き
た
。
抜

群
の
破
壊
力
を
と
も
な
う
「
国
安
法
」
の
施
行
に
よ
り
、
抗
議
活
動

立
教
大
学
教
授

倉
田 

徹

ス
ピ
ー
ド
成
立
・
施
行
さ
れ
た
香
港
国
家
安
全
維
持
法
。

香
港
基
本
法
に
よ
ら
ず
「
北
京
」
が
直
接
立
法
す
る

異
例
ず
く
め
の
制
定
過
程
は
、
中
国
政
府
の
強
い
危
機
感
と

香
港
民
主
主
義
体
制
へ
の
強
い
不
信
が
に
じ
ん
で
い
る
。

民
主
化
運
動
の
ゆ
く
え
は
、
世
界
の
対
応
は
?

先
行
き
は
全
く
不
透
明
だ
。

く
ら
た　

と
お
る　
一
九
七
五
年
生
ま
れ
、
東

京
大
学
卒
。
二
〇
〇
八
年
同
大
学
大
学
院
総

合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
修
了
、
博
士
（
学

術
）。
香
港
日
本
国
総
領
事
館
専
門
調
査
員
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
、
金
沢
大
学

准
教
授
を
経
て
現
職
。著
書
に『
香
港
の
過
去・

現
在
・
未
来
』（
編
著
）、『
香
港 

中
国
と
向

き
合
う
自
由
都
市
』（
共
著
）
な
ど
。

香
港
危
機
は
世
界
の
危
機
へ

—
—

「
国
家
安
全
維
持
法
」
成
立
過
程
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
も
の

七
月
一
日
、
前
夜
に
施
行
さ
れ
た
香
港
国
家

安
全
維
持
法
に
抗
議
す
る
デ
モ
参
加
者
が
警

察
官
に
拘
束
さ
れ
た
（
ロ
イ
タ
ー
／
ア
フ
ロ
）
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の
空
間
は
消
滅
し
、
つ
い
に
中
国
は
香
港
に
お
い
て
念
願
の
「
国
家

の
安
全
」
を
確
保
す
る
か
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
中
国
は
そ
の
代

償
と
し
て
大
き
な
リ
ス
ク
も
抱
え
た
。
香
港
の
抗
議
活
動
が
こ
れ
で

沈
静
化
す
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
上
、
本
件
を
理
由
に
中
国
を
と
り

ま
く
国
際
関
係
は
大
き
く
悪
化
し
た
。
無
名
の
香
港
市
民
に
よ
る
抗

議
活
動
か
ら
始
ま
っ
た
問
題
は
、
つ
い
に
本
当
の
意
味
で
「
国
家
の

安
全
」
の
問
題
に
ま
で
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、「
国
安
法
」
の
制
定
過
程
や
条
文
か
ら
見
え
る

中
国
政
府
の
意
図
を
分
析
し
、
そ
れ
を
受
け
て
香
港
と
国
際
社
会
が

ど
う
反
応
し
た
か
を
見
る
こ
と
で
、
同
法
制
定
後
の
香
港
問
題
の
展

開
を
考
え
る
。

異
例
ず
く
め
の
ス
ピ
ー
ド
成
立

　

五
月
二
一
日
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
延
期
を
経
て
翌
二
二
日
か
ら
開
催

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
全
人
代
は
、
香
港
版
の
「
国
家
安
全
法
」
を

審
議
す
る
と
突
然
発
表
し
た
。

　

本
来
、
香
港
の
「
ミ
ニ
憲
法
」
と
称
さ
れ
る
「
香
港
基
本
法
」

二
三
条
に
は
、国
家
の
安
全
を
守
る
た
め
の
条
例
を
北
京
で
は
な
く
、

香
港
が
自
ら
制
定
す
る
と
の
規
定
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
二
〇
〇
三
年
に
提
案
さ
れ
た
「
国
家
安
全
条
例
」
は
、
同

年
七
月
一
日
の
「
五
〇
万
人
デ
モ
」
発
生
を
受
け
て
廃
案
と
な
り
、

以
来
立
法
作
業
は
滞
っ
て
い
た
。香
港
政
府
は
こ
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
、

そ
の
後
「
国
家
安
全
条
例
」
の
制
定
を
、
議
会
で
あ
る
立
法
会
に
提

案
す
る
こ
と
す
ら
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
香
港
の
「
国
家
の
安
全
の
穴
」
に
対
処
す
る
こ
と
が
、
北
京

が
「
国
安
法
」
を
制
定
し
た
目
的
で
あ
る
が
、
北
京
で
法
を
作
り
香

港
に
適
用
す
る
と
い
う
、
か
な
り
極
端
な
手
段
を
と
る
こ
と
を
北
京

が
い
つ
決
め
た
の
か
は
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
世
界
が
コ
ロ
ナ

禍
に
覆
わ
れ
る
中
、混
乱
に
ま
ぎ
れ
て
行
っ
た
と
の
見
方
も
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
や
り
方
自
体
は
以
前
か
ら
一
つ
の
案
と
し
て
存
在

し
て
は
い
た
。
中
国
で
一
五
年
に
「
国
家
安
全
法
」
が
制
定
さ
れ
て

以
来
、
こ
れ
を
香
港
に
も
適
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
者
は
お
り
、
今

回
の
全
人
代
に
お
い
て
も
、
香
港
選
出
の
代
表
の
中
に
は
、
事
前
に

「
国
安
法
」
を
全
国
法
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
と
述
べ

て
い
た
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
う
し
た
意
見
は
香
港

で
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
昨
年
一
〇

月
に
開
催
さ
れ
た
共
産
党
中
央
委
員
会
全
体
会
議
で
は
、
国
家
の
安

全
を
擁
護
す
る
香
港
の
法
律
制
度
と
そ
の
執
行
の
体
系
を
作
る
と
の

決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
こ
れ
は
「
二
三
条
立
法
」
を
実
現

せ
よ
と
の
北
京
の
要
求
で
あ
る
と
、
香
港
選
出
の
全
人
代
代
表
す
ら

認
識
し
て
い
た
。
北
京
が
直
接
法
律
を
作
る
と
い
う
「
禁
じ
手
」
に

ま
で
本
当
に
手
を
出
す
と
は
、
必
ず
し
も
香
港
社
会
で
広
く
信
じ
ら
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れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
発
表
後

の
北
京
の
対
応
が
き
わ
め
て
速
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
五
月
二
八
日

の
全
人
代
は
、
国
家
安
全
法
制
の
制
定
作
業
を
全
人
代
常
務
委
員
会

に
付
託
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
五
月
二
五
日
の

全
人
代
で
栗
戦
書
全
人
代
委
員
長
が
行
っ
た
演
説
に
は
な
か
っ
た

「
立
法
を
加
速
し
て
推
進
す
る
」
と
の
文
言
が
、
三
一
日
に
発
表
さ

れ
た
公
式
の
演
説
全
文
に
は
加
え
ら
れ
た
。
す
る
と
、
全
人
代
常
務

委
が
六
月
一
八
～
二
〇
日
と
、
二
八
～
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
、
審
議

の
上
、「
国
安
法
」
を
三
〇
日
に
成
立
さ
せ
、
同
日
午
後
一
一
時
に

は
香
港
で
条
文
の
公
布
と
同
時
に
施
行
し
て
し
ま
っ
た
。
通
常
、
全

人
代
常
務
委
は
偶
数
月
の
下
旬
開
催
で
あ
り
、
ま
た
、
法
律
制
定
に

は
三
回
の
会
議
を
経
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
月
内
に
二
回
の
会

議
を
開
催
し
て
成
立
さ
せ
、
直
後
に
施
行
し
た
の
は
異
常
と
も
い
う

べ
き
速
さ
で
あ
っ
た
。

骨
抜
き
に
さ
れ
た
「
高
度
の
自
治
」

　

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
立
法
が
急
が
れ
た
の
か
。
一
つ
に
は
中
国

国
内
向
け
の
、
一
種
の
「
国
威
発
揚
」
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
香

港
で
二
三
年
間
実
現
で
き
な
か
っ
た
「
国
家
安
全
条
例
」
と
比
べ
、

北
京
の
「
国
安
法
」
は
わ
ず
か
一
ヵ
月
あ
ま
り
で
制
定
さ
れ
た
。
民

主
主
義
体
制
の
非
効
率
を
嗤わ

ら

い
、「
中
国
速
度
」
と
言
わ
れ
る
効
率

を
誇
る
習
近
平
政
権
が
、新
た
に
誇
る
べ
き
成
果
を
成
し
遂
げ
た
と
、

多
く
の
中
国
国
民
は
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
る
。

　

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
動
き
が
遅
く
、
問
題
を
解
決
で
き
な
い

香
港
政
府
に
対
す
る
不
信
任
の
表
れ
で
も
あ
る
。「
国
安
法
」
制
定

過
程
と
そ
の
規
定
を
見
れ
ば
、
香
港
の
「
高
度
の
自
治
」
が
骨
抜
き

に
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
ま
ず
、
同
法
は
香
港
で
一
切
審

議
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
人
代
常
務
委
で
制
定
さ
れ
た
。「
基
本
法
」

一
八
条
に
は
中
国
の
法
律
を
香
港
に
適
用
す
る
規
定
は
存
在
す
る

が
、
今
ま
で
に
適
用
さ
れ
た
の
は
中
国
の
首
都
や
国
旗
を
定
め
る
法

律
、
国
籍
法
な
ど
、
論
争
性
の
低
い
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
中
国

で
「
国
歌
法
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
法
も
香
港
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
正
し
く
歌
わ
な
い
場
合
の
刑
罰
な
ど
の

規
定
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
同
法
の
香
港
版
は
香
港
の
立
法
会
で
審

議
さ
れ
、
成
立
し
て
い
た
。
今
回
、
あ
る
意
味
で
は
香
港
で
最
も
論

争
性
の
高
い
法
律
を
、
一
切
香
港
に
審
議
さ
せ
ず
に
北
京
が
制
定
し

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
民
主
派
の
激
し
い
抵
抗
に
よ
り
多
く
の
法
案

が
廃
案
に
追
い
込
ま
れ
て
き
た
立
法
会
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、
立

法
会
は
宙
づ
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
新
設
さ
れ
る
香
港
政
府
の
「
国
家
安
全
委
員
会
」
は
、

香
港
行
政
長
官
が
そ
の
長
を
務
め
る
が
、
こ
こ
に
北
京
は
中
央
政
府
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の
出
先
機
関
で
あ
る
中
央
政
府
駐
香
港
連
絡
弁
公
室
（
中
連
弁
）
主

任
の
駱
恵
寧
を
顧
問
と
し
て
派
遣
し
た
。
中
連
弁
は
本
来
、
香
港
政

府
と
の
「
連
絡
」
を
担
う
事
務
所
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
返
還
当
初

は
ほ
と
ん
ど
政
治
的
発
言
を
せ
ず
、
き
わ
め
て
ロ
ー
キ
ー
に
振
る

舞
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
香
港
政
治
に
対
す
る
介
入
を
強
め
て

き
た
と
さ
れ
て
お
り
、
四
月
に
は
立
法
会
で
の
民
主
派
の
行
為
を
批

判
す
る
異
例
の
声
明
を
発
出
す
る
な
ど
、
存
在
感
を
増
し
て
い
た
。

中
連
弁
主
任
は
、
い
わ
ば
中
国
の
地
方
政
府
の
最
高
権
力
者
と
な
る

共
産
党
委
員
会
書
記
の
よ
う
に
、行
政
長
官
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で「
指

導
」
し
、
目
付
役
と
し
て
香
港
行
政
を
主
導
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
大
の
脅
威
は
司
法
部
門
に
及
ぶ
。
中
央
政
府
の
出
先
部
門
と
し

て
新
た
に
「
国
家
安
全
維
持
公
署
」
が
香
港
に
設
置
さ
れ
、
香
港
で

限
定
的
な
が
ら
法
執
行
も
行
う
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
容
疑
者
を
逮
捕

し
て
大
陸
に
送
致
し
て
裁
判
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、「
逃

亡
犯
条
例
」
改
正
案
の
撤
回
で
消
滅
し
た
は
ず
の
容
疑
者
の
大
陸
へ

の
引
き
渡
し
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
国
家
安
全
維

持
法
」
は
香
港
の
既
存
法
の
規
定
に
優
先
す
る
と
さ
れ
、「
一
国
二

制
度
」
の
下
で
英
米
法
の
判
例
を
参
照
す
る
香
港
の
司
法
に
覆
い
被

さ
り
、法
の
安
定
に
脅
威
を
与
え
る
。
そ
し
て
、「
国
家
安
全
維
持
法
」

に
関
連
す
る
案
件
を
裁
く
裁
判
官
は
行
政
長
官
が
選
出
す
る
と
さ
れ

る
。
裁
判
所
の
人
事
に
事
実
上
中
央
政
府
が
政
治
的
に
介
入
す
る
余

地
を
作
り
、
原
告
が
裁
判
官
を
選
ぶ
状
態
と
な
る
。

明
確
な
意
図
、
広
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

　

法
律
の
内
容
を
見
る
と
、「
国
安
法
」
が
何
を
標
的
に
し
て
い
る

の
か
は
か
な
り
明
確
で
あ
る
。
同
法
は
国
家
分
裂
、中
央
政
府
転
覆
、

外
国
の
干
渉
、
テ
ロ
行
為
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
行
為
・
活
動
を

取
り
締
ま
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
は
二
〇
一
九
年
の
デ
モ

に
対
す
る
非
難
の
言
葉
と
し
て
、
中
央
政
府
関
係
者
が
し
ば
し
ば
用

い
て
き
た
。
ま
た
、
全
人
代
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
張
業
遂
は
制
定
の

目
的
を
「
新
し
い
情
勢
」
へ
の
対
応
の
た
め
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、昨
年
来
の
香
港
の
政
治
危
機
を
収
束
さ
せ
る
こ
と
が
「
国
安
法
」

の
目
的
で
あ
る
。

　

昨
年
の
「
逃
亡
犯
条
例
」
改
正
反
対
運
動
に
端
を
発
し
た
巨
大
な

抗
議
活
動
は
長
期
に
わ
た
っ
て
続
き
、
行
動
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

い
っ
た
。
政
府
は
「
暴
力
を
止
め
、
混
乱
を
制
す
る
」
と
主
張
し
、

強
硬
に
対
応
し
た
が
、
一
一
月
二
四
日
の
区
議
会
議
員
選
挙
で
は
民

主
派
が
八
五
％
の
議
席
を
得
る
大
勝
利
を
収
め
、
同
二
七
日
に
は
香

港
の
人
権
と
民
主
主
義
を
阻
害
す
る
中
国
政
府
・
香
港
政
府
の
政
府

関
係
者
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の

「
香
港
人
権
・
民
主
主
義
法
」
が
成
立
し
た
。
こ
れ
ら
は
北
京
に
と
っ

て
想
定
外
の
事
態
で
あ
っ
た
。
民
主
派
は
さ
ら
に
余
勢
を
駆
っ
て
、
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今
年
九
月
の
立
法
会
議
員
選
挙
で
の
過
半
数
獲
得
を
目
指
そ
う
と
し

た
。「
基
本
法
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
民
主
派
が
過
半
数
を
得
れ
ば
、

財
政
予
算
を
否
決
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
行
政
長
官
を
辞
職
に

追
い
込
む
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
北
京
か
ら
見
れ
ば
「
権
力

奪
取
」、「
革
命
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
法
に
は
選
挙
へ
の
出

馬
の
際
に
文
書
で
基
本
法
と
特
区
へ
の
忠
誠
を
誓
う
こ
と
を
義
務
づ

け
る
条
文
が
あ
り
、
言
わ
ば
民
主
派
に
踏
み
絵
を
踏
ま
せ
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
同
法
違
反
で
有
罪
と
な
っ
た
者
は
議
員
や

公
職
な
ど
の
資
格
を
失
う
と
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
就
任
後
も
言
行

が
罪
に
問
わ
れ
れ
ば
、
民
主
派
議
員
は
職
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
て
、
選
挙
を
前
に
し
て
「
革
命
」
の
ハ
ー
ド
ル
は
大
幅
に
上

げ
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
立
法
の
意
図
は
明
確
で
あ
る
一
方
、
条
文
の
規
定
は
曖

昧
で
あ
る
。
例
え
ば
「
国
家
分
裂
罪
」
は
、国
家
を
分
裂
さ
せ
た
り
、

国
家
の
統
一
を
壊
し
た
り
す
る
行
為
を
組
織
・
計
画
・
実
施
し
た
り
、

こ
れ
に
参
加
し
た
り
す
る
者
は
、
武
力
行
使
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

犯
罪
と
な
る
と
し
て
、懲
役
三
年
か
ら
終
身
刑
ま
で
の
刑
を
定
め
る
。

し
か
し
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
行
為
が
こ
の
罪
に
問
わ
れ
る
の
か
、

特
に
、「
香
港
独
立
」
を
発
言
し
た
り
、
書
籍
や
ネ
ッ
ト
上
で
主
張

し
た
り
と
い
っ
た
言
論
活
動
が
罪
に
な
る
の
か
は
、
全
く
書
か
れ
て

い
な
い
。
同
法
は
一
方
で
は
国
際
人
権
規
約
に
も
あ
る
言
論
・
報
道
・

出
版
の
自
由
、
結
社
・
集
会
・
デ
モ
行
進
・
デ
モ
の
自
由
の
尊
重
を

う
た
う
が
、
他
方
、
こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
は
、
香
港
を
中
華
人
民

共
和
国
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
「
基
本
法
」
第
一
条
に
反

し
て
は
な
ら
な
い
と
の
条
項
も
あ
り
、「
香
港
独
立
」
の
言
論
に
自

由
は
な
い
と
の
立
場
が
見
え
る
。

　

香
港
に
は
他
の
法
律
に
優
越
す
る「
人
権
法
」が
存
在
す
る
が
、「
国

安
法
」
は
そ
れ
を
含
め
た
香
港
の
既
存
の
法
律
に
優
越
す
る
。
七
月

六
日
に
国
家
安
全
維
持
委
員
会
が
決
定
し
た
「
国
安
法
」
の
実
施
細

則
で
は
、「
特
殊
・
緊
急
の
場
合
」
は
令
状
な
し
で
捜
索
が
可
能
と

さ
れ
た
。
ま
た
、「
緊
急
の
場
合
」
は
警
察
ト
ッ
プ
に
よ
る
口
頭
の

許
可
で
通
信
傍
受
や
秘
密
捜
査
が
可
能
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、「
特

殊
な
状
況
」
下
で
は
、
弁
護
士
が
容
疑
者
と
面
会
す
る
様
子
を
秘
密

監
視
す
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
と
い
う
。
人
権
保
護
の
意
識
が
あ
る

か
否
か
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。

急
変
す
る
香
港
社
会
と
新
た
な
抵
抗

 
「
国
安
法
」
は
施
行
前
か
ら
す
で
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。
同
法
の
条

文
は
六
月
三
〇
日
夜
一
一
時
の
施
行
と
同
時
に
公
表
さ
れ
る
ま
で
、

完
全
に
秘
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
同
法
が
過
去
の
罪
を
遡
及
し
て
裁
く

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
政
権
批
判
や
独
立
の
主
張
を
行
っ
て
き
た
者

に
は
恐
怖
が
広
が
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
法
の
施
行
直
前
の
三
〇
日
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午
後
に
は
、
若
者
が
設
立
し
た
新
し
い
政
治
団
体
が
多
数
、
続
々
と

活
動
停
止
や
解
散
を
発
表
し
た
。「
雨
傘
運
動
」
の
指
導
者
と
し
て

国
際
的
に
知
ら
れ
る
黄
之
鋒
（
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ウ
ォ
ン
）
や
周
庭
（
ア

グ
ネ
ス
・
チ
ョ
ウ
）
ら
は
、
幹
部
を
務
め
た
「
香
港
衆
志
（
デ
モ
シ

ス
ト
）」
を
脱
退
し
、
同
団
体
は
解
散
し
た
。

　

成
立
・
施
行
後
は
早
速
適
用
さ
れ
た
。
七
月
一
日
に
は
デ
モ
の
現

場
で
一
〇
名
が
「
国
安
法
」
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
最
初
の
逮

捕
者
は
、
カ
バ
ン
の
中
に
「
香
港
独
立
」
と
書
か
れ
た
旗
を
所
持
し

て
い
た
こ
と
が
容
疑
と
さ
れ
た
。
香
港
政
府
は
二
日
、
昨
年
の
デ
モ

で
多
用
さ
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
光
復
香
港
、
時
代
革
命
（
香
港
を
と

り
戻
せ
、
革
命
の
時
代
だ
）」
に
は
「
今
日
に
お
い
て
は
」
香
港
独

立
や
政
権
転
覆
な
ど
の
含
意
が
あ
り
、「
法
を
試
す
な
」
と
市
民
に

警
告
す
る
声
明
を
発
し
た
。
警
察
は
民
主
派
の
議
員
事
務
所
や
民
主

派
支
持
の
商
店
な
ど
を
回
り
、
壁
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
違
法
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
脅
し
の
結
果
、
街

か
ら
は
急
速
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
姿
を
消
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
営

の
図
書
館
は
黄
之
鋒
ら
の
著
作
を
書
架
か
ら
撤
去
し
た
。
瞬
く
間
に

香
港
の
自
由
は
萎
縮
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
完
全
に
中
央
政
府
の
意
図
し
た
通
り
の
展
開
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、民
主
派
と
民
主
派
を
支
持
す
る
市
民
の
口
封
じ
に
よ
っ
て
、

本
当
に
「
国
家
の
安
全
」
が
実
現
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
予
断
を
許

さ
な
い
。

　

こ
の
状
況
を
前
に
、
香
港
で
は
新
た
な
抵
抗
も
始
ま
っ
て
い
る
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
禁
じ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
漢
字
を
異
常
に
簡
略
化
し
た

図
形
の
羅
列
が
ネ
ッ
ト
上
に
出
回
る
。
デ
モ
の
歌
の
歌
詞
は
、
広
東

語
で
発
音
が
近
い
数
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

も
は
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
自
体
必
要
な
い
。
白
紙
を
掲
げ
て
街
頭
に
立
つ

だ
け
で
、
そ
れ
が
「
国
安
法
」
へ
の
抗
議
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
す
が
に
こ
れ
ら
を
法
律
で
禁
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。

一
方
、
香
港
独
立
を
訴
え
て
き
た
者
の
中
に
は
、
今
後
地
下
化
し
て

活
動
を
続
け
る
と
し
て
い
る
者
も
い
る
。
今
ま
で
目
に
見
え
て
い
た

抵
抗
運
動
は
不
可
視
化
さ
れ
、
政
府
は
そ
の
見
え
な
い
脅
威
と
も
戦

い
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

七
月
一
一
～
一
二
日
、
民
主
派
は
立
法
会
議
員
選
挙
の
予
備
選
挙

を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
候
補
者
を
事
前
の
人
気
投
票
で
選
ぶ
民
間
イ

ベ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
府
は
こ
れ
が
「
国
家
政
権
転
覆
罪
」

に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
と
批
判
し
、
投
票
前
日
に
は
こ
の
イ
ベ
ン

ト
を
支
援
し
て
き
た
研
究
機
関
に
別
件
容
疑
で
警
察
の
捜
索
が
入
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
結
果
的
に
主
催
者
側
発
表
で
、
目
標
一
七
万
人
を

大
き
く
上
回
る
六
一
万
人
以
上
が
投
票
に
参
加
し
た
。
弾
圧
は
か

え
っ
て
抵
抗
を
強
め
、
次
の
運
動
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
さ
せ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
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そ
し
て
世
界
の
危
機
へ

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、「
国
安
法
」
は
香
港
問
題
を
米
中
「
新
冷
戦
」

の
焦
点
に
浮
上
さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
す
で
に
、
中
国
政
府
関
係
者

へ
の
ビ
ザ
規
制
や
、
軍
民
両
用
技
術
の
対
香
港
輸
出
規
制
と
い
っ
た

制
裁
を
開
始
し
た
。
こ
れ
自
体
は
弱
い
制
裁
で
あ
る
が
、
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
は
七
月
一
四
日
、金
融
機
関
の
制
裁
な
ど
も
盛
り
込
ん
だ「
香

港
自
治
法
案
」
に
署
名
し
て
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
香
港
に
対
す

る
特
別
待
遇
を
取
り
消
す
よ
う
政
府
部
門
に
指
示
し
た
。
今
後
状
況

し
だ
い
で
は
、
香
港
と
中
国
の
経
済
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
与
え
る

手
段
も
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

香
港
に
は
、
中
国
が
ア
メ
リ
カ
の
罠
に
か
け
ら
れ
て
い
る
と
の
見

方
も
あ
る
。「
戦
狼
外
交
」
と
も
呼
ば
れ
る
対
外
強
硬
姿
勢
を
と
る

中
国
は
、
ア
メ
リ
カ
に
挑
発
さ
れ
る
と
退
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
中

国
が
今
後
も
不
断
に
強
硬
な
措
置
を
取
り
続
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は

中
国
に
さ
ら
に
段
階
的
に
強
い
制
裁
を
加
え
る
口
実
が
で
き
る
。
対

中
強
硬
姿
勢
を
大
統
領
選
で
売
り
に
し
た
い
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
は
、

こ
の
状
態
が
有
利
だ
と
い
う
の
だ
。

　

し
か
し
、
不
断
に
高
ま
る
緊
張
の
先
に
は
何
が
待
つ
の
か
。
香
港

で
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
と
っ
て
、
米
中
両
国
が
今
や
政
治
リ
ス
ク
と
見
ら

れ
て
い
る
。「
国
安
法
」
施
行
後
、フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、ツ
イ
ッ
タ
ー
、

グ
ー
グ
ル
、
ズ
ー
ム
は
香
港
政
府
へ
の
情
報
提
供
を
中
止
す
る
と
表

明
し
た
。
ユ
ー
ザ
ー
に
恐
怖
を
与
え
な
い
た
め
で
あ
る
。
テ
ィ
ッ
ク

ト
ッ
ク
に
至
っ
て
は
香
港
か
ら
撤
退
し
た
。
最
悪
の
場
合
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
I
T
企
業
は
、
世
界
の
顧
客
を
守
る
た
め
に
小
さ
な
香
港

市
場
を
棄
て
る
と
い
う
選
択
を
、今
後
次
々
と
取
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
、「
香
港
自
治
法
」
が
、
ア
メ
リ
カ
が
制
裁
対
象
と
す
る
政
府

高
官
等
の
個
人
と
取
引
す
る
金
融
機
関
を
も
制
裁
す
る
内
容
を
持
つ

た
め
、香
港
の
金
融
機
関
は
顧
客
リ
ス
ト
の
精
査
に
追
わ
れ
て
い
る
。

 

「
国
安
法
」
は
ま
た
、
欧
州
や
日
本
な
ど
の
民
主
主
義
国
家
か
ら
強

く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
香
港
人
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
移
住

に
大
き
く
門
戸
を
開
い
た
。
香
港
か
ら
は
す
で
に
政
治
難
民
と
し
て

欧
州
や
台
湾
に
逃
れ
る
者
も
現
れ
て
い
る
。
も
は
や
香
港
問
題
は
、

世
界
の
危
機
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

昨
年
の
デ
モ
は
、
一
つ
の
法
律
の
改
正
の
是
非
と
い
う
問
題
が
、

政
府
の
強
硬
な
対
応
に
よ
っ
て
政
権
批
判
に
発
展
し
、
さ
ら
に
は
民

主
化
要
求
と
い
う
体
制
へ
の
不
満
に
ま
で
至
る
と
い
う
、
強
硬
対
応

と
問
題
拡
大
の
悪
循
環
に
陥
っ
た
。「
国
安
法
」
は
香
港
内
部
の
問

題
を
一
気
に
解
決
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
実
際
に
猛
威
を
ふ
る
う
こ

と
で
、
問
題
を
中
国
の
国
際
社
会
と
の
対
決
に
ま
で
再
び
拡
大
さ
せ

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
香
港
を
め
ぐ
る
危
機
は
ど
こ
ま
で

高
ま
り
、
い
つ
収
束
す
る
の
か
、
全
く
わ
か
ら
な
い
。
●




